
印西市基本構想の策定に関する条例  

 

平成 23年６月 30日条例第 11号  

（趣旨）  

第１条  この条例は、市が総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、まちづ

くりの最も基本的な指針となる印西市基本構想（以下「基本構想」という。）

を策定することに関し、必要な事項を定めるものとする。  

（基本構想の策定等）  

第２条  市は、まちづくりの理想像（以下「将来都市像」という。）の実現に

向けて、基本構想を策定するものとする。  

２  基本構想は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

(１ ) 市が目指す将来都市像  

(２ ) まちづくりの基本的な方針  

(３ ) 土地利用に関する基本的な方針  

(４ ) その他まちづくりに関する基本的な事項  

３  基本構想の期間（以下「構想期間」という。）は、おおむね 10年とし、当

該基本構想において定めるものとする。  

（基本構想の変更）  

第３条  市は、社会情勢等の変化に伴い、基本構想の内容及び構想期間を見直

す必要が生じたときは、構想期間内であっても、当該事項を変更することが

できる。  

（市民等の意見の反映）  

第４条  市は、基本構想を新たに策定し、又は変更するときは、印西市市民参

加条例（平成 20年条例第 14号）の例により同条例第２条第２号に規定する市

民等の意見を積極的に反映するよう努めるものとする。  

（議会の議決）  

第５条  市は、基本構想を新たに策定し、又は変更するときは、議会の議決を

経なければならない。ただし、基本構想の趣旨の変更を伴わない軽微な変更

の場合はこの限りでない。  

（公表）  

第６条  市は、基本構想を新たに策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれ

を公表するものとする。  

（委任）  

第７条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 


